
高梁市有漢地域の学校再編準備委員会（第３回） 会議録（概要） 

日時 令和元年１２月１８日（水） 

 午後７時～午後８時５０分 

場所 有漢保健センター２階 会議室 

 

○委員 出席１９名 欠席１名 

○オブザーバー 出席２名 

 

１．開会 

２．会長あいさつ 

３．協議事項 

会長 今後の協議について、前回の会議で考える会の要望書のとおり「新校舎の

建設と義務教育学校の設置」を目指すことを確認した。 

本日からは、義務教育学校を目指すために整えておく必要がある、「有漢地

域にふさわしい形態の魅力的かつ特色ある学校づくり」について、協議いただ

き具体的な内容を形にしていきたいと思う。 

 

協議事項の（１）小中一貫教育の構想について、事務局から説明を願う。 

事務局 

 

（１）小中一貫教育の構想について 

～資料により説明～ 

会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日、すぐに目指す小中一貫校の内容を確定しようとは思わないし、そもそ

もこの短時間ではできないと思う。 

分からない点やこういう学校にしてはどうかという意見、アイディアをいろいろと

発言してもらいたいと思う。 

それらの意見等を踏まえ、事務局には今回示した案へ加えるべきところや修

正するべきところを検討してもらい、次回に向けて再度、整理していきたいと思

う。 

 

初めに園小中が連携した大きな目標を達成するための構想図と学習プラン
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の案について質問、意見等はあるか。 

また、近隣の他市の取組みについて説明があったが、何か質問や意見はあ

るか。 

資料の説明に補足して述べるが、他の自治体が義務教育学校や小中一貫

校を開校するまでには１０年程度の準備期間を要している。 

しかも自治体全域での取組みであり、有漢とは状況が違うことを理解してお

いてほしい。 

 

令和７年度までのスケジュール案があるので、事務局から説明を。 

事務局 （2）再編スケジュール（案）について 

～資料により説明～ 
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統合であれば令和４年度で可能か。複式解消に２年ではなかったか。 

条例改正とあわせて２年が必要で、複式の授業を解消するのは１年で可能。 

資料の学校規模が有漢と似ているのであれば、小中一貫になるまでの経緯

や校舎の改修内容、工事費について知りたい。 

全国の事例をあつめれば、大体の費用を試算できるのではないか。 

次回確認して報告する。 

この財政難で令和７年度に新校舎が建設されると思わない方が良い。 

義務教育学校を目指して協議しているので、できないことではなく、できること

やるべきことを議論したい。 

スケジュールには令和７年に義務教育学校ができるとなっている。これは教

育委員会ができると判断したのではないのか。 

あくまで学校施設の建設にかかる最短でのスケジュールであり、まずは新しい

学校が必要であるということがわかる全体構想を協議してもらいたい。 

 

ひとつはアクティブラーニングで子どもたちが自ら学んで、物事を判断し、問

題解決ができるようになる教育環境を整えたい。 

学区の解放はできないか。智頭町は森の幼稚園で人口が増加した。 

いきなり特色を出すのは難しいので、他市の例を参考にしたい。 
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アクティブラーニングは特色ではない。どこでもやっていること。 

まずは小学校が統合し、園小中と連携を深めていく中で一貫教育が必要だ

と、地元や行政、他の地域にも認められてやっと義務教育学校になる。 

今は小学校同士の連携もできていない。 

それぞれの小学校に校長がいれば、教育目標はそれぞれの校長が決めるこ

とになるので、一緒にやっていくことはできない。 

２つの小学校の校舎を残したまま校長を１人にして有漢小学校西校舎、東校

舎ということが昔はできたが今の制度でできるかはわからない。 

委員の言われるとおりで僕自身は納得できた。まずは東小学校へ統合し力を

蓄えたい。 

今のような話は初めて聞いた。 

昔は西も東も多くの児童がいて２つの小学校が必要だった。ここにいたるまで

統合できていないことが異常なこと。 

今回統合できなければこの先も無理。絶対に統合しなければならない。 

東は出ていく前提で話し合ってきたので、東への統合は問題ない。 

西は東への統合は考えていない。２つの案があるのなら令和７年度に義務教

育学校ができたときに統合という意見が多いと思う。 

東へ統合ということになれば再度、保護者への説明や確認が必要では。 

それは必要かもしれない。 

要望書には「小学校を統合し」としている。本筋からは外れていないので改め

て意思確認をする必要はない。 

意思確認を行うとしても、まずは義務教育学校がどうしても必要だという理念

があって、それを達成するために統合を目指しているという話をしないと、単に

東への統合の是非を確認するのではいけないと思う。 

まずは、教育目標について議論を。 

それはそのとおり。 

令和７年に義務教育学校ができるのなら、借地料がかかったとしても西に統

合で良いのではないか。 

通学の面だけで言えば遠くなるので東への統合には反対。 

西の保護者は、新校舎の建設が令和７年度までかかるとは思っていない。も
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っと簡単にできると思っている。 

 

・新校舎の建設に向けて、まずは令和４年度の小学校統合を目指す案 

・現行の体制を維持したまま各校が連携して一貫教育を行い新校舎建設後

に統合する案 

・まずは２つの小学校が本格的に連携を深めた上で統合し、中学校との連携

による一貫教育を推進し義務教育学校を目指す案 

３つの案があるが統合についての話でなければ、我々が出席する意味がな

い。 

教育内容についてはコミュニティスクールで学校と地域が一緒に考える。 

準備委員会は、どこまでを検討するのか。有漢の目指す義務教育学校のす

がたを準備委員会で協議する必要があるのか。 

今回の準備委員会は地元からの要望であり、義務教育学校が必要であると

いう構想図は準備委員会で考えなければならない。 

コミュニティスクールの全体構想が令和２年１０月に完成するので、まかせて

ほしい。 

１０月ではスケジュールに間に合わない。 

スケジュールの８月はあくまで案であり、コミュニティスクールの構想が８月と１

０月でどこまで大きく変わるのかわからないが、今回のように途中の段階でも案と

して提供してもらい交渉することは可能だと思う。 

 

義務教育学校の構想図は事務局と学校で調整し、次回提示してほしい。 

 

会長 （3）その他 

・次回開催日  

2 月 12 日（水）１8 時 30 分～ 


